
滋賀県生活困窮者等支援団体活動費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 知事は、物価高騰等の影響により増加した生活困窮者に対する多様な支援ニーズに対応するととも

に、その支援体制の強化を図るため、民間団体等で県が適切と認める者（以下「補助事業者」という。）に対し、

予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金については、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下「法」という。）、 補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号。以 下「令」という。）ならびに滋賀県補助金等交付

規則（昭和 48年規則第 9号。以下「規則」という。）およびこの要綱の定めるところによる。 

 

（交付対象者および対象事業） 

第２条 この補助金は、本要綱に定める事業に要する経費を交付の対象として、県が適切と認める団体等

が行う事業を対象とする。 

２ この要綱において「県が適切と認める団体等」とは、以下の要件を満たす者である。 

（１）県内に事業所を有し、複数市町の自立支援機関と連携して広域的に生活困窮者の支援を現に行っ

ている、または、今後行う予定がある法人等（任意団体を含む。）。  

（２）県が設置するプラットフォームにおいて、物価高騰等により支援に係る事業量が増加したことおよ

び当該団体による支援の必要性が認められること。 

３ 次の各号に掲げる者は補助事業者としない。 

（１）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等 

（２）滋賀県財務規則第 195条の２各号に該当する団体等 

４ 物価高騰等の影響による支援ニーズの増大により事業量が増加している事業および物価高騰等の

影響により生じる地域の生活困窮者支援の課題に対応する新たな事業を対象とする。 

 

（補助対象経費、補助率および補助限度額） 

第３条 この補助金の交付対象となる経費、補助率および補助限度額は別表に定めるところによる。 

２ 別表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を

選定する。  

３ 第２項により選定された額と当該区分の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比

較して少ない方の額（補助基本額）に第４欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。 

４ 実施主体が課税事業者（免税事業者および簡易課税事業者以外）の場合には、当該補助金に係る

消費税および地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相

当額のうち、消費税法（昭和 63年法律第 108号）の規定により、仕入れに係る消費税額として控除

できる部分の金額および当該金額に地方税法（昭和 25年法律第 226号）の規定による地方消費税の

税率を乗じて得た金額。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならな

い。 

  ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りで

はない。 

 

 



（交付申請） 

第４条 規則第３条に規定する補助金交付申請書は、様式第１号のとおりとし、知事が別に定める日ま

でに提出しなければならない。 

（交付決定） 

第５条 知事は、前条の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、様式第２号に

より補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項の決定には、必要に応じて条件を付すことができる。 

（補助事業の変更等） 

第６条 補助事業者は、前条の決定を受けた補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの事項に

該当する場合は、様式第３号に関係書類を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）補助事業を中止するとき 

（２）補助金交付決定額の 30パーセントを超える補助金額の減額があるとき 

（３）補助事業の重要な部分の変更があるとき 

２ 知事は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、

補助事業の中止の承認決定または補助金の交付の変更決定をし、当該補助事業者に様式第４号通知

するものとする。 

（事業遅延の届出） 

第７条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は

補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

（状況報告） 

第８条 規則第 10条の規定より、知事が必要があると認めたときは、補助事業者は様式第５号による

遂行状況報告書を知事に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第９条 規則第 12 条に規定する補助事業実績報告書は、様式第６号のとおりとし、補助事業が完了し

た日から起算して 30 日以内または令和８年４月 10 日のいずれか早い日までに関係書類を添えて知

事に提出しなければならない。 

２ 第３条第４項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出

するに当たって、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかである場合には、これを補助金額

から減額して報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第 10条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査を行い、その報告に

係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の通知内容に適合すると認めたときは、交付すべき

補助金額を確定し、規則第 13条の補助金の額の確定通知を様式第７号により行う。 

 

 



（消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 11 条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入れ控除税

額が確定した場合（消費税等仕入れ控除税額が０円の場合を含む）には、速やかに消費税等仕入れ

控除税額報告書（様式第８号）を知事に提出しなければならない。 

なお、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額があることが確定した場合には、当該消費税等仕入

れ控除税額を県に返還しなければならない。 

（補助金の交付請求） 

第 12 条 補助金は、精算払の方法により交付するものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成す

るために必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。 

２ 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書（様式第９号）に

関係書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（交付決定の取消等） 

第 13条 知事は、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部

または一部を取り消すことができる。 

 (1)補助金を対象外事業または対象外経費に使用したとき。 

 (2)申請内容および報告内容に虚偽があることが判明したとき。 

 (3)その他法令またはこの要綱に違反したとき。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額が確定した後においても適用することが

ある。 

（補助金の返還） 

第 14条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に

ついて、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還させるものとする。 

（財産の処分の制限） 

第 15条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、または効用の増加した財産（以下「取得財産等」

という。）について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

または廃棄しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

（財産の管理等） 

第 16条 補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、またはあると見込まれるとき

は、その収入の全部または一部を県に納付させることがある。 

２ 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をも

って管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。 

 

（補助金の経理） 

第 17条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額お

よび支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 前項に定める当該帳簿および証拠書類を事業完了後、５年間保管しておかなければならない。 

 



（個人情報の保護） 

第 18条 補助事業の実施に当たって知り得た個人情報は、補助事業者の責任の下で厳重に管理し、本

人の承諾を得ずに他の目的に使用してはならない。 

２ 補助事業者は、個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）

に規定する内容を遵守しなければならない。 

（標準処理期間） 

第 19 条 規則第４条に規定する補助金の交付の決定、規則第８条に規定する変更（中止・廃止）の承

認および規則第 13 条に規定する補助金の額の確定は、申請または報告があった日から起算して 30

日以内に行うものとする。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第 20 条 補助事業者は、第４条の規定に基づく交付の申請、第６条の規定に基づく変更交付の申請、

第８条の規定に基づく事業遅延の届出、第８条の規定に基づく状況報告、第９条の規定に基づく実

績報告、第 11 条の規定に基づく消費税等仕入れ控除税額の報告または第 12 条の規定に基づく交付

の請求については、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例（平成 16年滋賀県条

例第 30号）第３条第１項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。 

（その他） 

第 21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度分の補助金に適用する。 

  



別表（第３条関係） 
 

１ 種目  ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 補助率 

生活困窮者自立支 

援の機能強化事業  

知事が必要と認め 

た額 

官民連携による地域

の生活困窮者支援体

制を構築するための

プラットフォーム整 

備の実施に必要な経

費（交付決定日～令

和 8 年 3 月 31 日の

経費に限る。） 

給料、職員手当等、

報酬、報償費、共済

費、旅費、需用費 （消

耗品費、印刷製本費、

食糧費、燃料費、光

熱水費、修繕料）、会

議費、役務費（役務

費、通信運搬費、手

数料、保険料）、委託

料、使用料及び賃借

料、備品購入費（1 件 

30 万円未満のもの

に限る。）、負担金 

10 分の 10 以内（算

出された補助金の額 

に 1,000 円未満の端

数が生じたときは、

これを切り捨てた

額)。 

１補助対象者当たり

100 万円を上限とす

る。 

 

  



様式第１号（第４条関係） 

 

生活困窮者等支援団体活動費補助金 

交付申請書 

 

年  月  日 

 

 

（宛先） 

滋賀県知事 

 

 

申請者 住所  

 氏名 
（法人にあっては名称および代表者の職名・氏名） 

発行責任者・

担当者 
氏名 

（法人にあっては発行責任者および担当者の氏名） 

 連絡先 
電話番号 

 

 

 

滋賀県補助金等交付規則第３条の規定により、次の関係書類を添えて申請します。 

なお、この申請にあたり、同規則第４条第２項各号のいずれかに該当する事実が判明したときは、

同規則第 16条の規定に基づき、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消されても、何ら異議の

申立てを行いません。 

 

 

 

１ 補助金申請額  金  円 

 

２ 関係書類 

    ・事業計画書 

    ・補助事業にかかる収支予算書 

    ・役員名簿 

  



様式第２号（第５条関係） 

 

生活困窮者等支援団体活動費補助金 

交付決定通知書 

 

滋健福政第   号 

令和  年 月 日 

 

             様 

 

                     滋賀県知事             

 

 

 令和 年 月 日付けで申請のあった上記補助金について、下記のとおり交付することに決定したので、

滋賀県補助金等交付規則第５条の規定に基づき通知します。 

 

 

記 

 

１ 交付決定額   金        円 

 

２ 支 払 方 法   精算払 

 

３ 条   件 

（１）補助事業者は、滋賀県補助金等交付規則（昭和 48年滋賀県規則第 9号）、生活困窮者等支援団体活

動費補助金交付要綱に定めるところに従うこと。 

（２）この補助金に係る事業について、生活困窮者等支援団体活動費補助金交付要綱第６条に掲げる変更

等が生じる場合は、速やかに知事の承認を受けること。 

（３）補助事業者に対して、知事が事業の遂行状況の報告を求め、または必要な調査を行う場合、補助事

業者は協力すること。 

  



様式第３号（第６条関係） 

 

生活困窮者等支援団体活動費補助金 

変更交付申請書 

 

番      号  

令和 年 月 日  

 

（宛先） 

 滋賀県知事 

 

 

申請者 住所  

 氏名 
（法人にあっては名称および代表者の職名・氏名） 

発行責任者・

担当者 
氏名 

（法人にあっては発行責任者および担当者の氏名） 

 連絡先 
電話番号 

 

 

令和 年 月 日付け滋健福政第   号で補助金の交付決定の通知を受けた上記補助事業の実施につ

いて、下記のとおり変更（中止）の承認を受けたいので、生活困窮者等支援団体活動費補助金交付要綱第

６条の規定により、関係書類を添え、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１ 変更交付申請額   金         円 

 

２ 関係書類 

・事業実施計画書（別紙１） 

・収 支 予 算 書（別紙２） 

 

３ 変更（中止）理由 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第６条関係） 

 

生活困窮者等支援団体活動費補助金変更（中止） 

承認決定通知書 

 

滋健福政第      号 

令和   年  月  日 

 

             様 

 

                     滋賀県知事             

 

令和  年  月  日付けで申請のあった生活困窮者等支援団体活動費補助金については、下記のと

おり交付する。（事業を中止することについて承認する。） 

 

 

記 

 

１ 変更後交付決定額  金           円 

 

２ 支 払 方 法  精算払 

 

３ 交 付 条 件 

（１）補助事業者は、滋賀県補助金等交付規則（昭和 48年滋賀県規則第 9号）、生活困窮者等支援団体活

動費補助金交付要綱に定めるところに従うこと。 

（２）この補助金に係る事業について、生活困窮者等支援団体活動費補助金交付要綱第６条に掲げる変更

等が生じる場合は、速やかに知事の承認を受けること。 

（３）補助事業者に対して、知事が事業の遂行状況の報告を求め、または必要な調査を行う場合、補助事

業者は協力すること。 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

生活困窮者等支援団体活動費補助金 

遂行状況報告書 

 

番      号  

令和 年 月 日  

 

（宛先） 

 滋賀県知事 

 

 

申請者 住所  

 氏名 
（法人にあっては名称および代表者の職名・氏名） 

発行責任者・

担当者 
氏名 

（法人にあっては発行責任者および担当者の氏名） 

 連絡先 
電話番号 

 

 

 

令和 年 月 日付け滋健福政第  号で補助金の交付決定の通知を受けた上記補助事業の遂行状況に

ついて、滋賀県補助金等交付規則第１１条の規定により、関係書類を添え、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業遂行状況（別紙のとおり） 

 

 

２ 事 業 着 手  令和  年  月  日 

 

 

３ 事業完了予定  令和  年  月  日 

 

 

 

  



別紙 

 

事 業 遂 行 状 況 

 

１ 収支の状況 

（１）収入の部 

区分 予算額（円） 収入済額（円） 収入未済額

（円） 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

（２）支出の部 

区分 予算額（円） 収入済額（円） 収入未済額

（円） 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

２ 事業別状況 

費目 実施計画 出来高 進捗率 

(B)/(A) 

備考 

事業量 事業費(A) 事業量 事業費(B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  



様式第６号（第９条関係） 

 

生活困窮者等支援団体活動費補助金 

実績報告書 

 

番      号  

令和 年 月 日  

 

（宛先） 

 滋賀県知事 

 

 

申請者 住所  

 氏名 
（法人にあっては名称および代表者の職名・氏名） 

発行責任者・

担当者 
氏名 

（法人にあっては発行責任者および担当者の氏名） 

 連絡先 
電話番号 

 

 

 

 

令和 年 月 日付け滋健福政第  号で生活困窮者等支援団体活動費補助金の交付の決定の通知があ

った上記補助事業について、滋賀県補助金等交付規則第 12条の規定により、その実績を関係書類を添えて

報告します。 

 

 

１ 補助金精算額     金             円 

 

２ 関係書類 

（１）事業実施報告書（別紙３） 

（２）収支決算書（別紙４） 

（３）事業実施を証する写真 

（４）その他参考となる資料（任意） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 

生活困窮者等支援団体活動費補助金事業実施報告書 

 

               実施団体名                   

事業名  

事業推進員 
所属： 

氏名： 

事業実施内容  

 



様式第７号（第 10条関係） 

 

生活困窮者等支援団体活動費補助金 

交付額確定通知書 

 

 滋健福政第   号 

令和  年 月 日 

 

             様 

 

                     滋賀県知事             

 

 

令和 年 月 日付け滋健福政第   号で交付決定をした生活困窮者等支援団体活動費補助金につい

ては、令和 年 月 日付け様式第６号による実績報告書に基づき、次のとおり額を確定したので通知し

ます。 

 

 

補助金交付確定額   金           円 

  



様式第８号（第 11条関係） 

番      号   

令和 年 月 日   

 

滋賀県知事 あて 

 

 

申請者   住所 

氏名 

発行責任者・氏名 

担当者      氏名 

連絡先 

電話番号 

 

 

消費税等仕入れ控除税額報告書 

 

 

令和 年 月 日付け滋健福政第 号で交付決定通知があった生活困窮者等支援団体活動費補助金

について、生活困窮者等支援団体活動費補助金交付要綱第 11条の規定により、下記のとおり報告しま

す。 

 

 

記 

 

 

１ 令和 年 月 日付滋健福政第 号による補助金の額の確定通知額 金   円 

２ 実績報告時に減額した消費税等仕入れ控除税額 金  円 

３ 消費税等の申告により確定した消費税等仕入れ控除税額 金  円 

４ 補助金返還相当額（３－２）  金  円 

  



様式第９号（第 12条関係） 

 

生活困窮者等支援団体活動費補助金補助金 

交付請求書 

 

 

 

金   円 

 

 

 

年 月 日付け滋健福政第  号で決定通知のあった生活困窮者等支援団体活動費補助金について、

概算払により上記金額のとおり交付されるよう、生活困窮者等支援団体活動費補助金交付要綱第 12 条

第２項の規定により請求します。 

 

 

年  月  日 

 

 

（宛先） 

滋賀県知事 

 

 

 

請求者 住所 

  団体（法人）名 

  代表者職・氏名 
 

発行責任者 氏名 

・担当者 連絡先 

  電話番号 


